
2018 年 10 月 1 日 
 

 

「名古屋銀行リ・バース 60」の取扱い開始について 

 
 名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、満 60 歳以上の方のためのリバースモーゲージ型住宅ローン

「名古屋銀行リ・バース 60」を下記の通り取扱い開始いたしますのでお知らせします。 

記 

1. 取扱開始日   2018 年 10 月 1 日（月） 
 

2. 商品の特長   

・毎月のお支払いはお利息のみ 

元金は、お借入人（連帯債務者がいる場合は全員）がお亡くなりになられた時に担保物

件の売却、または、相続人による一括返済となります。 

・お借入期間は終身 

 お借入人が亡くなられた日がご融資期限となります。 

  （連帯債務者がいる場合は、最後に残られた方が亡くなられた日） 

・お借入金額は最高 5,000 万円まで 

建て替え、住み替え、リフォームなどの住宅関連資金、およびサービス付き高齢者向け

住宅の入居一時金などのニーズにも対応します。 

・ご相続人も安心なノンリコース型 

担保物件の売却による場合、売却代金が残債務に満たない場合でも、残債務を相続人の

方へ請求いたしません。 

 

  ※ 詳細は裏面の商品概要、および、チラシをご覧ください。 

※ なお、お申込みにあたっては、所定の審査がございます。審査の結果によってはご要望

にそえない場合もございます。なお、審査結果の内容はお答えいたしかねますのであら

かじめご了承ください。 

 

                                      以 上 

 

 

 



【商品の概要】 

商品名   名古屋銀行リ・バース60 

ご利用 
いただける方  

次の条件を満たされる個人のお客さま 
(1) 申込時の年齢が満60歳以上で、かつ実行時の年齢が満80歳未満の方 
(2) 公的年金、給与収入等の安定継続した収入がある方 
(3) 独立行政法人住宅金融支援機構の住宅融資保険の付保承認が得られる方 
(4) その他、当行所定の基準を満たす方 

お使いみち  

以下のいずれかの資金 
(1) 自ら居住する住宅の建設または購入資金、リフォーム資金 
(2) 既存の住宅ローンの借換資金 
(3) 申込者ご本人が住み替えるサービス付き高齢者向け住宅の入居一時金 
(4) 上記(3)の入居一時金を対象とする場合における住み替える前の住宅の 

リフォーム資金 
(5) 子世帯等（直系卑属）が居住する住宅の建設または購入資金 

ご融資額  

200万円以上5,000万円以内（10万円単位） 
ただし、下記(1)～(3)のうち最も低い金額を限度とします。 
(1) 資金使途による制限 

住宅の新築・購入資金 5,000万円以内 

リフォーム資金または入居一時金 1,500万円以内 

住宅ローン 
の借換資金 

当初の資金使途が住宅の新築・購入資金 5,000万円以内 

当初の資金使途が住宅のリフォーム資金 1,500万円以内 

(2) 住宅の建設・購入の所要資金またはリフォーム工事資金の100％相当額 
(3) 担保不動産の評価額の50％に相当する金額 

ご融資期間 
の終期 

(1) 単独債務の場合 
お借入人がお亡くなりになられた日がご融資期限となります。 

(2) 連帯債務の場合 
連帯債務者のうち最も遅くお亡くなりになられた方が亡くなった日が 

ご融資期限となります。 

ご融資利率 当行所定の「住宅ローン基準金利」に0.55％上乗せした利率を適用します。 

ご返済方法  
(1) 元金返済・・・元金は期限に一括返済していただきます。 
(2) 利息返済・・・毎月お支払いいただきます。 

担保  
ご自宅の土地・建物に当行を抵当権者とする、第１順位の抵当権を設定させていただきま

す。 

連帯債務者  
お申込人と同居する「申込時の年齢が満60歳以上の配偶者の方」は、原則として連帯債務

者になっていただきます。 

保証人 

住宅金融支援機構の住宅融資保険を付保させていただきますので、原則として保証人は必

要ありません。 

なお、担保提供者の方は物上保証人となっていただきます。 

取扱手数料 108,000円（税込） 

 






